
第Ⅷ章 ２.運用指図者の属性変更 

 

Ⅷ－２－１ 

 

 

 

 

運用指図者の氏名・住所等に変更が生じた場合は、事業主または運用指図者本人が手続きをする必要が

あります。運用指図者の氏名・住所等の変更手続きには、（１）事業主による三井住友信託ＤＣサポーター

（NRKWEB 事務システム）での手続き、（２）本人によるＮＲＫ Ｗｅｂでの手続き（住所のみ変更可能） 、（３）本

人の帳票記入による手続き、（４）本人による「三井住友信託確定拠出年金コールサービス」での手続きがあ

ります。（１）、（２）については「第Ⅶ章 １．未移換者の属性変更」、（４）については「第Ⅷ章 ３．運用指図者

サービス」をそれぞれ参照してください。ここでは（３）本人の帳票記入による手続きについて説明します。 事

業主が本人から申し出を受けた場合は速やかに手続きを行ってください。 

 

事務手続きの流れ 

 

 

 事業主は、運用指図者からの連絡を受けて、下記帳票の事業主記入欄

に必要項目を記入のうえ、交付します。運用指図者は記入・押印し、事

業主へ提出します。 

帳    票 

「運用指図者諸変更届（ID 20042）」 

 

 

   

事業主は、書類の記入・押印もれの有無を確認します。 

 

 

 

 

 

  「裁定関係書類 企業型送付状（ID 40036）」を作成のうえ、上記帳票とあ

わせて、弊社宛送付します。 

 

 

 

 

 

 

  

弊社にて所定の確認のうえ、ＮＲＫへ送付します。 

 

 

 

 

 

 ＮＲＫに到着次第、事務手続きを行います。 

還 元 帳 票 

なし 

本人にはＮＲＫのＷｅｂで変更結果を確認するよう案内してください。 
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帳票見本  運用指図者諸変更届（ID 20042）  

 

・・・赤枠内に記入・押印します。 

変更項目を記入し

てください。 

朱肉印の押印が必要です。認印

でも結構です。 

住所変更の場合、電話番号に 

変更があれば必ず記入してください。 

死亡一時金受取人変更（指定）の場合生

年月日は西暦で記入してください。 

また住所の記入がもれないように注意

してください。 


